








■会社概要 

■カナテック組織図 

○商 号（名称） 株式会社カナテック 

○主な事業内容　一級建築士事務所 

　　　　　　　　仮設ユニットハウスの設計、製作、販売および賃貸 

○設　 立　 年　1987年（昭和62年） 

○本社 所 在 地　札幌市中央区大通東3丁目1番地19　Kビル 1階 

○役　　　　員　代表取締役　成 田 仁 志 

○主要取引銀行　北洋銀行　北海道銀行 
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1. 確認申請の必要な建築物　 

　　特殊建築物（事務所・住宅以外）で100㎡を超える建物 

　　2階建・又は200㎡を超える建物（鉄骨造の為） 

　◎上記の2つは全国どこでも確認申請が必要 

　　都市計画区域内は10㎡を超える建物 

　　防火地域・準防火地域は全ての建物 

2. 仮設建築物許可申請+確認申請 

　　工事現場事務所などで現場の土地の外に建設する場合 

　　今まで使用していた店舗を改築するため仮に建設する場合 

　◎上記の場合1年以内かその工事の期間中 

　◎上記の場合市街化調整区域でも建設可能 

3. 特に注意の必要な場合 

　◎建設する土地の面積が1,000㎡を超える場合（開発行為の申請が必要） 

　◎第一種低層住居専用地域は住宅か1/2以上住宅の店舗等（50㎡以内）を兼用する 

　　建物以外建てられない 

　◎防火・準防火地域は外壁・窓などに防火の規制がある 

※建築基準法の改正により変わる場合があります。 

建築確認申請について 
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●お問い合わせ・ご用命は

2009 . 4 このカタログの内容は
2009年4月現在のものです。 2010　05　300

仮設ユニットハウス

〒060-0041 札幌市中央区大通東3丁目1番地19 Kビル 1階
TEL011- 271- 5121  FAX011-271- 5161


